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はじめに 

 

愛知県が管理する橋梁は約 5,000 橋あり、全ての橋梁について５年に１回の

定期点検が義務付けられている。2024 年度から３巡目の点検に着手したが、５

年に１回の定期点検が固定費としてかかり、財政的負担が大きいことや、点

検・診断現場では技術者が不足していることから、合理化や効率化を図る必要

がある。 

橋梁定期点検は、国土交通省が作成した「道路橋定期点検要領（技術的助

言・運用標準）」に基づき実施されており、道路管理者が遵守すべき事項や法

令を運用するにあたり最低限配慮すべき事項として、３つの記録様式が示され

ている。国土交通省の直轄事業における橋梁定期点検では、技術的助言で示さ

れた３つの様式に加え、損傷の有無やその程度などの現状に関する客観的事実

としてのデータの取得及び部材単位で損傷の原因や進行可能性も考慮した部材

の機能状態に着目した判定を行うため記録様式が追加されている。 

愛知県では、これまで、国土交通省の直轄事業と同様に多くの記録様式で管

理してきた。しかし、本県が管理する橋梁には溝橋も含め小規模な橋梁が多

く、構造や供用の条件によっては、点検の質を確保しつつ、効率的な定期点検

様式で管理することができると考えられる。 

そこで、効率的な定期点検様式での管理など、合理化や効率化を図る手法に

ついて検討する場として、学識者、民間団体、愛知県による「橋梁定期点検の

効率化に向けた検討委員会」を設置し、オブザーバーとして国土交通省や愛知

県都市整備協会も参加し、橋梁定期点検の効率化に向けた検討を行うこととし

た。 

本報告書は、2024 年 7 月から 2025 年 2 月にかけて「橋梁定期点検の効率化

に向けた検討委員会」において議題となった、橋梁定期点検の効率化の方策に

ついての議論及び各委員からの意見を踏まえ、愛知県としての橋梁定期点検の

効率化に向けた今後の方針を取りまとめたものである。 
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１ 委員会概要 

１．１ 委員会設置趣意書及び規約 

（１）設置趣意書 
 

 

橋梁定期点検の効率化に向けた検討委員会 

設置趣意書（案） 

 

愛知県が管理する橋梁は約 5,000 橋あり、全ての橋について５年

に１度の定期点検が義務付けられている。2024 年度から３巡目の点

検に入るものの、５年に１度の定期点検が固定費としてかかり、財

政的負担が大きいことや、点検・診断現場は技術者不足が予想され

ていることから、今後の橋梁定期点検について、点検の質を確保し

つつ合理化や効率化を図る必要があると考えられる。 

橋梁定期点検は国土交通省が作成している道路橋定期点検要領

に基づき実施されており、道路管理者が遵守すべき事項や法令を運

用するにあたり最低限配慮すべき事項として、３つの記録様式の作

成が義務付けられている。国土交通省の道路局では、法定で定めら

れている３つの様式に加え、損傷の有無やその程度などの現状に関

する客観的事実としてのデータの取得及び部材単位で損傷の原因

や進行可能性も考慮した部材の機能状態に着目した判定を行うた

め、１３の記録様式で管理することとしている。 

愛知県では、これまで、国土交通省道路局と同様に１３の記録様

式で管理してきたが、地方自治体が管理する橋梁では溝橋も含め小

規模な橋梁が多いことから、構造や供用の条件によっては、点検の

質を確保しつつ、効率的な定期点検様式で管理することができると

考えられる。 

そこで、今後の橋梁定期点検のあり方について、効率的な定期点

検様式での管理など、点検の質を確保しつつ合理化や効率化を図る

手法について検討する場として、学識者、民間団体、愛知県による

「橋梁定期点検の効率化に向けた検討委員会」を設置する。 
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（２）規約 
 

橋梁定期点検の効率化に向けた検討委員会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「橋梁定期点検の効率化に向けた検討委員会」(以下「委員

会」という。)と称する。 

 

（目的） 

第２条 本委員会は、橋梁定期点検について効率化を図ることを目的とす

る。 

 

（検討事項） 

第３条 本委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。 

（１）橋梁定期点検の効率化に係る検討 

（２）その他委員会で必要と認めたもの 

 

（委員会の組織） 

第４条 本委員会は、別紙の委員をもって構成する。 

２ 委員会には委員長を置く。 

３ 委員長は委員会の運営と進行を総括する。 

４ 委員長は、必要に応じ委員会の議を経て委員を変更することができ

る。 

５ 委員長は、必要に応じ委員等以外の者に対し、会議に出席してその件

を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

６ 委員長が不在のときは、委員長が指名する者がその職務を代行する。 

 

（事務局） 

第５条 事務局は、愛知県建設局道路維持課に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定

める 

 

附則 

この規約は、令和６年７月２３日から施行する。 
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１．２ 委員会名簿及び開催状況 

（１）委員会名簿 

＜委員＞ 

中村
な か む ら

 光
ひかる

 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

國枝
く に え だ

 稔
みのる

 岐阜大学 社会基盤工学科 教授 

桑野
く わ の

 昌
ま さ

晴
は る

 （一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 

 中部支部 保全補修部会長 

山本
や ま も と

 高由
た か よ し

 （一社）建設コンサルタンツ協会 中部支部 

 技術部会 構造土質委員会 副委員長 

加藤
か と う

 敬
たかし

 愛知県 建設局 道路維持課長 

＜オブザーバー＞ 

山田
や ま だ

 光
こ う

希
き

 国土交通省中部地方整備局 

 中部道路メンテナンスセンター 事業対策官 

岡田
お か だ

 充
み つ

広
ひ ろ

 愛知県都市整備協会 建設技術課 課長 

＜事務局＞ 

愛知県 建設局 道路維持課 

（２）委員会開催状況 
 

開催日 内容等 

第１回 

令和６年７月 23 日（火）

10:30~12:00 

・委員会の設置について 

・本県管理橋梁の現状 

・小規模橋梁の点検調書に関する検討 

・コンクリート橋の課題に関する検討 

・点検支援技術等の活用について 

・今後のスケジュール 

第２回 

令和６年 11 月 15 日（金）

10:00~12:00 

・点検調書の簡素化に関する検討 

・コンクリート橋の課題に関する検討（中間報告） 

・点検支援技術等の活用状況について 

・今後のスケジュール 

第 3 回 

令和 7 年２月６日（木）

14:00~16:00 

・点検調書の簡素化に関する検討 

・コンクリート橋の課題に関する検討 

・点検支援技術等の活用について 
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２ 検討内容 

２．１ 点検調書の簡素化 

（１）本県管理橋梁の現状 

本県が管理している橋梁は 4,954 橋※あり、そのうち高度経済成長期 （1950 年代

半ば～1970 年代半ば）に全橋梁数の約 43％が供用した。 

この高度経済成長期も含め、供用後 50 年以上を経過した橋梁の割合は、2023 年

度末時点で約 50％となっており、20 年後には約 80％となり老朽化橋梁が大多数を

占めることとなる。 

※ 愛知県橋梁台帳システム(2024.4 時点)より供用年度が不明な橋を除いたデータより作成 

参考：全道路管理者における供用後 50 年以上を経過した橋梁の割合 

約 34％（2022.3 末時点）※道路局調べ 

 

 

また、構造形式別でみると、図 1-

2 のとおり RC 単純桁が最も多く

1,803 橋で全体の 34%を占めてお

り、PC 単純桁やボックスカルバー

ト等も含めたコンクリート製の橋

梁が 79%を占めている。 

また、橋梁延長でみると、図 1-3

のとおり鋼単純鈑桁、PC 単純桁が

多くなっている。 
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図 1-2 構造形式別橋梁数 
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（２）橋梁定期点検結果の概要 

本県では、2014 年度から 5 年に 1 回の頻度で実施する法定点検により健全性を

評価しており、点検における診断では、健全（Ⅰ）、予防保全段階（Ⅱ）、早期措置

段階（Ⅲ）、緊急措置段階（Ⅳ）の 4 つの段階で区分している。 

図 1-4 のとおり 2014 年度から

2018 年度に近接目視による 1 巡

目定期点検を終え、早期措置段階

（Ⅲ）と判定された橋梁は 9%で

あった。2019 年度から 2023 年度

に実施した 2 巡目点検では、早期

措置段階（Ⅲ）の割合は７％に低

下しており、事後保全型の対策は

進んでいると考えられる。 
参考：全道路管理者の判定区分Ⅲの割合 

１巡目点検(2014〜2018)：９％ 

２巡目点検(2019〜2022)：８％ 

※ 道路メンテナンス年報より 

 

しかし、図 1-5 のとおり早

期措置段階（Ⅲ）の割合は、建

設年次が古いものほど増加す

る傾向にあり、今後は高度経

済成長期に建設された橋梁の

さらなる老朽化に対応する必

要がある。 

 

例えば、図 1-6 のとおり１巡

目点検(2014～2018)における、

健全（Ⅰ）、予防保全段階（Ⅱ）

と判定された橋梁のうち、約

6.1%の橋梁が早期措置段階（Ⅲ）

へ進行している。構造物の機能

維持や修繕費等の縮減・平準化

のためには、予防保全段階（Ⅱ）

と判定された構造物に対策を講

じ、早期措置段階（Ⅲ）への進行
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区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳなし

区分Ⅲ

早期措置段階
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区分Ⅱ・予防保全段階
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９％
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1,945橋・37%

※上下線分離橋梁等実数でカウント

１巡目点検結果（5,236橋）
（2014〜2018）

２巡目点検結果（5,375橋）
（2019〜2023）

※ 愛知県橋梁年次計画データ(2024.4時点)より作成
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図 1-5 建設年度・区分別橋梁数 
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を未然に防ぐことが重要である。これにより、予防保全型のインフラメンテナンス

に本格的な転換を図り、維持管理にかかる費用を縮減する必要がある。 

 

 

（３）定期点検結果の分析 

予防保全段階（Ⅱ）から早期措置段階（Ⅲ）へ移行しやすい橋梁を事前に選定し、

限られた予算の中で予防保全型の修繕を行っていく必要があることから、本県にお

ける 2014 年度から 2022 年度までの橋梁定期点検データの分析を実施した。 

その結果、図 1-8 のとおり鋼桁の腐食や RC 桁の剥離・鉄筋露出の劣化進行が早

い傾向にあることが確認されたことから、鋼桁の腐食や RC 桁の剥離・鉄筋露出に

対しては優先的に予防保全対策を実施している。 

 

 

また、図 1-9 のとおり桁端部の部材は、中間部より劣化の進行が早い傾向があり、

伸縮装置が損傷している場合は早期に損傷が悪化することが確認されたことから、
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図 1-8 劣化要因別劣化傾向分析結果 
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伸縮装置の取替や止水機能の追加、修繕を優先的に実施することとしている。 
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鋼主桁、コンクリート橋主桁とも、桁端部の方 中間部より
損傷程度 悪く（d,e） な 確率 高 。

図 1-9 劣化傾向分析結果（桁端部・中間部） 



9 

（４）橋梁点検調書に要する費用 

本県の橋梁の維持管理に係る予算は、平成 27 年度から令和４年度まで増加して

きたが、令和４年度の約 94 億円のピークから減少に転じ、令和６年度は約 83 億円

とピーク時の 88％程度と減少している。 

橋梁の維持管理に係る予算は減少しているものの、５年に１回の定期点検に係る費

用については、固定費としてかかることとなり、橋梁定期点検に要する費用は、直

近 5 年間（R2～R6）で約 10 億円／年となっている。 

 

 

図 1-11 のとおり橋梁定期点検に要する費用のうち、現場での点検作業以外の点

検調書作成費及び報告書作成費の合計は、全直接人件費の約 45％を占めている。 
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6%

10%

4 

30 

39%

6%

  費総 （26業務）の内訳

点検調書作成

報 書作成

45％

図 1-10 橋梁予算の  ・内訳 

図 1-11 橋梁定期点検    費内訳 
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（５）橋梁点検調書の現状 

愛知県では、これまで、国土交通省道路局と同様に 13 の記録様式で管理してき

たが、2024 年度に道路橋定期点検要領（技術的助言版）及び橋梁定期点検要領（直

轄版）が改定され、直轄版における点検調書の記録様式は最大 27 様式に増加した。 

 

国土交通省の道路局では、法定で定められている３つの様式に加え、損傷の有無

やその程度などの現状に関する客観的事実としてのデータの取得及び部材単位で

損傷の原因や進行可能性を考慮した部材の機能状態に着目した判定を行うため、多

くの記録用様式でデータを蓄積している。しかし、地方自治体が管理する橋梁では

溝橋も含め小規模な橋梁が多いため、構造や供用の条件によっては、点検の質を確

保しつつ効率的な定期点検様式で管理することができると考えられる。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）においても、定期点検の記

録様式は道路管理者が適切に定めればよいとされているため、効率的な定期点検様

式を検討することとした。 

 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） 

維持管理に係わる法令(道路法施行規則第 4 条の 5 の 6)に規定されているとお

り、措置を講じたときはその内容を記録しなければならないこととなる。措置の結

果も、維持・修繕等の計画を立案する上で参考となる基礎的な情報であり、措置の

内容や結果も適切な方法で記録し、蓄積しておく必要がある。措置に関する記録の

様式や内容、項目に定めはなく、道路管理者が適切に定めればよい。 

 
 

 

H31年2月 R6年度

技術的助言 様式１，２ 様式１，２，３

   13様式 27様式

改定
⇒

点検記録様式（その1）橋梁の諸元と総合検査結果 点検記録様式（その1）橋梁の諸元と総合検査結果

点検記録様式（その2）構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果

点検記録様式（その2）径間別一般図 点検記録様式（その3）径間別一般図

点検記録様式（その3）現地状況写真 点検記録様式（その4）診断のための状態の把握時の現地状況写真

点検記録様式（その5）力学的な機能を担う部材群（システム）の区分

点検記録様式（その4）部材番号図及び要素番号図 点検記録様式（その6）要素番号図及び部材番号図

点検記録様式（その5）状態把握の方法 点検記録様式（その7）診断のための状態把握の方法

点検記録様式（その6）橋の健全性の診断に関する初見 点検記録様式（その8-1）部材群毎の性能の評価結果

点検記録様式（その8-2）部材群毎の性能の評価結果

点検記録様式（その7）対策区分判定結果（主要部材） 点検記録様式（その9-1）その他構造（ ェー セー ）の評価結果

点検記録様式（その8）対策区分判定結果（様式（その7）に記載以外の部材） 点検記録様式（その9-2）その他構造（伸縮装置）の評価結果

点検記録様式（その10）その他構造（ ェー セー ・伸縮装置以外）の評価結果

点検記録様式（その11）維持工事等の必要性

橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式（その1）予防措置時の現地状況写真

橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式（その2）予防措置位置図

橋梁利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式（その3）予防措置の実施状況写真

データ記録様式（その1）データ記録時の現地状況写真

データ記録様式（その2）データの収集・記録の方法

データ記録様式（その9）損傷図 データ記録様式（その3-1）損傷図

データ記録様式（その10）損傷写真 データ記録様式（その3-2）損傷写真

データ記録様式（その11）損傷程度の評価記入表（主要部材） データ記録様式（その3-3）損傷程度の評価記入表

データ記録様式（その12）損傷程度の評価記入表（様式（その11）に記載以外の部材）

データ記録様式（その13）損傷程度の評価結果総括 データ記録様式（その3-4）損傷程度の評価結果総括

データ記録様式（その4-1）洗掘の状態写真

データ記録様式（その4-2）洗掘の 測結果

データ記録様式（その5-1）塩化物イオン量の 測結果

データ記録様式（その5-2）塩化物イオン量の 測状況写真

データ記録様式（その6）引き継ぎ事項等

図1-12 定期点検要領改定に伴う点検調書の増加 
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＜参考＞ 

橋梁定期点検の調書の簡素化を検討するにあたり、他自治体の状況のアンケート

調査を行った。（2024.7 実施） 

➢ 39 都道府県（83%）から回答があり、7 県が愛知県と同様に国土交通省直

轄版の橋梁定期点検要領に準拠した 13 の記録様式で実施していた。 

➢ 記録様式枚数について把握出来た 33 都道府県で集計を行ったところ、記録

様式数は、５～８様式程度としている都道府県が多い。 

➢ 小規模橋梁に対して様式を変えている都道府県は５県であった。 
 

表 1-1 アンケート調査結果 

直轄版の様式に準拠

している都道府県 
７県（18％） 

愛知県、神奈川県、山梨県、滋賀県、

和歌山県、徳島県、鹿児島県 

小規模橋梁に対して、

様式数を変えている

都道府県 

５県（13％） 
青森県、新潟県、岐阜県、静岡県、

鳥取県 

 

 

 

 

 

  

15m以上 15m未満

青森県 10 2

新潟県 8 7

岐阜県 16 4

静岡県 7 5

鳥取県 16 9

表 1-2 橋長別様式数 

図 1-13 記録様式数別の都道府県数 
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（６）点検調書簡素化対象橋梁の検討 

橋梁点検要領（案）（昭和 63 年 7 月 建設省土木研究所）では、橋長 15m 未満の

橋梁は緊急時の復旧性が高く（仮橋の設置が容易）、架替費が比較的安価であるこ

とから、原則として橋長 15m 以上の橋梁について定期点検を実施することとされ

ている。 

このことから、点検調書簡素化の対象橋梁については、「橋長 15m 未満の橋梁」

として検討を行った。 

 
 

１）橋長 15m 未満の橋梁の現状 

県管理橋梁は約 5,000 橋

あり、橋梁延長別でみると、

図 1-15 のとおり橋長 15ｍ

未満の橋梁が 3,046 橋で全

体の約 63%を占めており、

これらの橋梁のうち、PC

橋、RC 橋、ボックスカルバ

ートのコンクリート製の橋

梁が約 97％を占めている。 

 

 

 

 

図 1-14 橋梁点検要領（案）（昭和 63年 7 月 建設省土木研究所） 

図 1-15 橋梁延長別橋梁数 
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県管理橋梁は約 5,000 橋のうち橋長 15m 未満の橋梁は全体の約 60％を占めてお

り、図 1-16 のとおり橋長 15m 未満の橋梁のうち、高度経済成長期に供用されたも

のは全橋の 30％に達している。 

 

橋長 15m 未満の橋梁の健全性についてみると、図 1-17 のとおり診断区分Ⅰ及び

Ⅱの割合は約 97％であり、比較的健全な橋梁が多い。 

橋長 15m 未満の橋梁の径間数についてみると、図 1-18 のとおり単径間が約 98％

を占めており、構造が単純な橋梁が多い。 

また、図 1-19 のとおり橋長 15m 未満の橋梁のうち第三者被害影響範囲を有する

橋梁（交差物件が道路又は鉄道）は、約８％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断区分Ⅰ 
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診断区分Ⅲ 
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43%
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↓ 
9％ 

61%

31%

8%
0.3%

0.2%
0.04%

図 1-17 健全性の診断区分の割合 図 1-18 径間数の割合 

図 1-19 交差物 の割合 

図 1-16 建設年次別の橋梁数の内訳 
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２）損傷程度の  予測データに橋長 15m 未満の橋梁が与 る影響 

直轄橋梁の点検調書は、将来に向けた維持管理計画の策定や見直し、橋梁の劣化

特性の分析に活用することを目的として、客観的事実のデータを収集している。 

橋長 15m 未満の橋梁の約 97%はコンクリート

橋であり、特に PC 橋の劣化特性を把握すること

は今後も重要と考えられる。そこで、橋長 15m

未満及び 15m 以上のどちらでも適用される橋梁

形式である PC プレテン橋で発生した「ひびわ

れ、剝離・鉄筋露出」の損傷程度のデータから、

橋長 15m 以上の橋梁について分析したものと全

橋について分析したものを比較したところ、図

1-21 のとおり大きな相違は見られなかった。 

 

 

以上より、橋長 15m 未満の橋梁のデータを除いても、橋梁の劣化特性の分析は

可能であると考えられる。 

  

＜PCプレテン橋 ひびわれ＞

■全橋 100  

■橋長15m以上 68  

状態確率 布 100%積上げ縦棒 損傷程度比率 散布 

状態確率 布 100%積上げ縦棒 損傷程度比率 散布 

＜PCプレテン橋 剝離・鉄筋露出＞

■全橋 100  

■橋長15m以上 68  

状態確率 布 100%積上げ縦棒 損傷程度比率 散布 

状態確率 布 100%積上げ縦棒 損傷程度比率 散布 
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図 1-20 PC プレテン橋の

橋長別内訳 

図 1-21 PC プレテン橋 劣化傾向分析結果（15m 以上、全橋） 
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３）点検調書簡素化対象橋梁 

橋梁点検要領（案）（昭和 63 年 7 月 建設省土木研究所）では、橋長 15m 未満の

橋梁は緊急時の復旧性が高く（仮橋の設置が容易）、架替費が比較的安価であるこ

とから、原則として橋長 15m 以上の橋梁について定期点検を実施することとされ

ている。このため、橋長 15m 未満の橋梁に着目して分析したところ、以下のとおり

であった。 

➢ 橋長 15m 未満の橋梁は全体の約 6 割と数が多く、簡素化におけるコスト縮

減効果が高い 

➢ 溝橋を含むコンクリート構造物が全体の約 97％（コンクリート橋約

68％、BOX 約 27％）であり、鋼橋（約３％）に比べ部材数が少ない 

➢ コンクリート橋の損傷程度の遷移傾向において、橋長 15m 未満の橋梁を除

いたデータでも橋梁の劣化特性の分析への活用等は可能 

以上より、橋長 15m 未満の橋梁を点検調書簡素化の対象とした。 
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（７）点検調書簡素化様式 

点検調書簡素化の様式について、道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用

標準）の 3 様式を基本とし、追加する事項について検討を行った。 

橋梁定期点検において橋全体の評価を行うためには、各構造部分の状態を評価す

る必要があり、そのためにも各部材の詳細なデータを残しておく必要があると考え

られる。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） 

○ 道路橋が想定する状況におかれた場合に、橋全体としてどのような状態とな

るのかについては、想定する状況において、各構造部分がそれぞれの役割を

どのように果たしうる状態となるのかをまず評価したうえで、それらの組み

合わされた状態として道路橋全体としてはどのような状態になると言える

のかを評価 

○ 健全性の診断の区分の主たる決定根拠の一つとなる道路橋の耐荷性能につ

いて、どのような見立てが行われたのかは、将来の維持管理においても重要

な情報でもあるため、そのような主たる構造部分の役割に照らした評価の結

果についても残しておくことが望ましい。 

 

一方、橋長 15m 未満の橋梁では、 （６）１）のとおり、その多くが構造が単純な

コンクリート製の橋梁や単径間の橋梁であり、鋼橋や複数径間の橋梁であっても構

造が単純であるため、橋梁全体の構造の把握は比較的容易である。 

 

１）点検調書の活用内容 

愛知県が実施する定期点検では、図 1-22 に示すフローに従って点検業務が実施

される。実施計画、点検準備、定期点検（現場作業）、調書作成、診断、報告書作

成の流れで進行するが、今回の検討では、点検作業等についてはこれまでと変わ

らず、調書作成に係る部分について簡素化の検討を行った。 

定期点検において作成された点検調書は、「維持管理計画の策定」、「次回定期点

検」、「修繕設計」、「事故・災害等の要因推定」で活用されるため、適切な情報伝達

が必要となる。 
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「次回定期点検」においては、前回の定期点検結果の損傷図、損傷写真からの損

傷の進行状況や、前回の定期点検結果の所見を参考に定期点検を実施することとな

る。 

「修繕設計」においては、前回の定期点検結果の損傷図、損傷写真、点検時の所

見を基に修繕設計を実施するが、設計に先立ち改めて現地調査を実施することとな

る。 

「事故・災害等要因推定」においては、発災前の定期点検時点での損傷図や損傷

写真から被災要因や被災状況等の把握を行うこととなる。 

以上のとおり、 「次回定期点検」、「修繕設計」、「事故・災害等の要因推定」におい

ては、前回の定期点検結果の損傷図や損傷写真が活用されるため、これらの情報は

適切に情報伝達する必要がある。 

「維持管理計画の策定」においては、点検結果から橋梁の劣化特性の分析等を実

施し、維持管理計画へ反映させることとなる。橋梁の劣化特性の分析にあたっては、

直轄橋梁における点検調書で記録を行い、詳細なデータを残しておく必要があると

考えられるが、愛知県においては、2023 年度に 1 巡目及び 2 巡目の点検結果デー

タについて分析し、優先的に予防保全対策を実施する箇所を把握するとともに、 （６）

２）のとおり橋長 15m 未満を除いたデータでも橋梁の劣化特性の分析への活用等

は可能であることを確認している。このため、全ての橋梁について直轄橋梁におけ

る点検調書で詳細なデータを残しておく必要はないと考えられる。 

点検調書の簡素化

•業務  書作成
•現地踏査
•橋梁諸元、補修履歴の確認等

•点検用具の  
•点検用野帳（損傷図の下図等）の作成

•近 目視による定期点検の実施
•損傷箇所の写真撮影
•損傷箇所のスケッチ

•諸元の記録
•性能の評価や健全性の診断の記録等
•要素番号の付番と評価の記録
•部材群の区分や性能の評価の記録

•部材毎の健全性の診断
（対策区分の判定）
•道路橋の健全性の診断の区分(Ⅰ～Ⅳ)

•報 書の作成

実施  

報 書作成

診断

調書作成

定期点検
（現場作業）

点検  

橋梁の劣化特性の分析等を実施
し、維持管理  への反映

事故や災害が発生した場合、発
災前の損傷図や損傷写真等から
被災要因を補足

損傷図、損傷写真から損傷の進
行状況や所見を参考に定期点検
を実施

損傷図、損傷写真や所見を基に
修繕設 を実施
※修繕設 では、改めて現地調

査を実施している場合も多い。

点検調書の主な活用内容

情報伝達

定期点検業務委託

維持管理  の策定

次回の定期点検

修繕設 

事故・災害等の要因 定

図 1-22 橋梁定期点検業務実施 ロー 
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２）橋長 15m 未満の鋼橋の状況 

図 1-23 のとおり橋長 15ｍ未満の橋梁

数 3,086 橋のうち、100 橋（約 3％）が

鋼橋に該当する。 

これらの鋼橋は写真 1-1 のとおりすべ

て鈑桁やＨ型鋼等の桁橋で一般的な構

造であることから、橋梁全体の構造の把

握は比較的容易である。 

 

 

 

 

 

 

○橋長 15m 未満の鋼橋の状況 

 

 

鷹野橋（上り） 松葉橋 

外塚橋歩道橋（下り） 一の瀬橋 

橋長 15m 未満の鋼橋の全橋が桁橋 

鋼・コンクリート合成床 ：1橋 

51%

15%
3%

30%

2%

RC

PC

鋼

Box

その他

鋼橋
100橋 /3,086橋

図 1-23 橋種の割合（橋長 15m 未満） 

写真 1-1 鋼橋の状況（橋長 15m 未満） 
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３）橋長 15m 未満の複数径間橋梁の状況 

図 1-24 のとおり橋長 15ｍ未満

の橋梁数 3,086 橋のうち、59 橋

（約 2％）が複数径間に該当する。

2 径間の橋梁や 2 連のボックスカ

ルバートで簡易な構造であるこ

とから、橋梁全体の構造の把握は

比較的容易である。 

 

 

 

 

 

○橋長 15m 未満の複数径間橋梁の状況 

 

町佐橋 土橋 

国分橋 愛鋼跨道橋 

二連のボックスカ バート 橋脚を有する支間長が短い橋梁 

98%

2%

単径間

複数径間

59橋 /3,086橋

図 1-24 径間数の割合（橋長 15m 未満） 

写真 1-2 複数径間橋梁の状況（橋長 15m 未満） 
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４）第三者被害が想定される橋梁 

図 1-25 のとおり橋長 15m 未満の橋梁 3,086 橋の交差物件 3,100 箇所のうち、

237 箇所（約 8%）が道路・鉄道等の第三者被害が想定される箇所となっている。 

第三者被害が想定される橋梁では、通常より重要度の高い情報（打音検査不可部

や落下箇所の情報）を伝達する必要があると考えられるため 「第三者被害の予防措

置の実施記録様式」（図 1-26）は記録として残すこととした。 

 
 

 

○橋長 15m 未満の第三者被害が想定される橋梁の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%
35%

7%

0.3 0.2% 0.10%

237箇所 /3,100箇所
鉄道：3箇所
国道：4箇所
県道：7箇所
市町村道・公道：221箇所

※複数の交差物 を有する場合
は交差物 毎に1カウント

用水・その他

河川

市町村道・公道

県道

国道・主要地方道

鉄道

小垣江跨線橋 無名橋 

打音検査部

打音検査不可部 落下なかった箇所

既設補修部

落下した箇所

図 1-25 交差物 の割合（橋長 15m 未満） 

写真 1-3 第三者被害が想定される橋梁の状況（橋長 15m 未満） 

図 1-26 第三者被害予防措置の記録様式：打音検査記録 
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５）点検調書簡素化様式 

基本的な点検調書簡素化様式は、道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用

標準）における様式 1 から様式３に加えて、直轄版における「データ記録様式（３

－１）損傷図」及び直轄版における「データ記録様式（３－２）損傷写真」とした。 

「データ記録様式（３－２）損傷写真」については、点検調書簡素化を予定して

いる橋梁は簡易な構造であり、部材番号、要素番号の把握までは必要がないことか

ら部材番号、要素番号は記載しないこととした。 

また、点検調書の簡素化が可能な橋梁であっても、道路、鉄道等と交差する第三

者被害が想定される橋梁では、通常より重要度の高い情報（打音検査不可部や落下

箇所の情報）を伝達する必要があると判断し直轄版における 「第三者被害の予防措

置の実施記録様式」を加えることとし、技術的助言版における様式３の所見欄に、

第三者被害の影響範囲の有無及び塩害環境下にあるかを記入することとした。  

愛
知
県
の
簡
素
化
様
式

＜技術的助言 （項目追加）+損傷図+損傷写真
+第三者被害の予防措置の実施記録様式 ＞

【技術的助言 】様式１

【技術的助言 】様式２

【技術的助言 】様式３
• 第三者被害の影響範囲

【   】データ記録様式(3-1)
• 損傷図

【   】データ記録様式(3-2)
• 損傷写真

【   】第三者被害の予防措置
の実施記録様式（その1～３ ）

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
27様式

【   】
22様式を省略

点検記録様式（その1）橋梁の諸元と総合検査結果

点検記録様式（その2）構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果

点検記録様式（その3）径間別一般図

点検記録様式（その4）診断のための状態把握時の現地状況写真

点検記録様式（その5）力学的な機能を担う部材群（システム）の区分

点検記録様式（その6）要素番号図及び部材番号図

点検記録様式（その7）診断のための状態把握の方法

点検記録様式（その8-1）部材群毎の性能の評価結果(複数径間用)

点検記録様式（その8-2）部材群毎の性能の評価結果（単径間用）

点検記録様式（その9-1）その他構造（ ェー セー ）の評価結果

点検記録様式（その9-2）その他構造（伸縮装置）の評価結果

点検記録様式（その10）その他構造（ ェー セー ・伸縮装置）以外の評価結果

点検記録様式（その11）維持工事等の必要性

データ記録様式（その1）データ記録時の現地状況写真

データ記録様式（その2）データの収集・記録の方法

データ記録様式（その3-3）損傷程度の評価記入表

データ記録様式（その3-4）損傷程度の評価結果総括

データ記録様式（その4-1）洗掘の状態写真

データ記録様式（その4-2）洗掘の 測結果

データ記録様式（その5-1）塩化物イオン量の 測結果

データ記録様式（その5-2）塩化物イオン量の 測状況写真

データ記録様式（その6）引き継ぎ事項等

洗掘や塩化物イオン量は、
詳細調査後、記録する

【追加記載事項】
•第三者被害の影響範囲の有無を○×で記録
•交差物 または並行する物 （道路等）が俯角75度
の範囲内にある場合は、その範囲を詳細に記録

(例)交差：A1-P1(JR),P2-P3(県道),P3-A2(公園)
側道：P3-A2

写真番号 49 撮影年月日 2020/10/20

部材名 PC定着部 要素番号 -

損傷の種類 剝離・鉄筋露出 損傷程度 d

写真番号48の防
錆処理後写真

 回損傷程度

メモ

部材番号や要素番号は記載しない。

特定事象の有無、健全 の診断 関  所見

所見

（適宜、所見を記入）
■塩害環境下（沿岸部より    以内）

様式３

特記事項
（第三者被害の可      
応急措置の実 の有無等）

ー

ー

ー

無

無

ー

ー

ー

ーその他（伸縮装置）

特定事象の有無
（有もしくは無）

疲労 塩害
アルカリ
骨材反応

防食  
の低下

洗掘 その他

該当部位

上部構造

下部構造

上下部接続部

その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） ー

健全 の診断の区分の 提

ー

 設ID 定期点検実 年月日 定期点検者

無

無

無 ー

【追加記載事項】
•塩害環境下にあるか（沿岸
より200m、500m）を記入

図 1-27 点検調書簡素化様式 

図 1-28 簡素化様式追加記載事項 
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＜参考＞ 

現在は、道路施設の定期点検を実施した結果、早期措置段階（診断区分Ⅲ）の修

繕等を実施している段階である。 

今後、予防保全型のメンテナンスサイクルに移行が図れた段階では、点検や修繕

を橋梁単体ではなく、前後区間のその他の構造物の状態やネットワーク機能の状況

も加味していく必要があるが、橋梁以外の構造物についても早期措置段階の施設が

多くある。それらの措置を早期に終え、予防保全型のメンテナンスサイクルへ移行

する段階では、路線の重要度の指標も取り入れ、修繕の優先順位を決めていく。 

 

 

 

 

  

出典：  予防保全に向けた 橋梁の長寿命化修繕

  策定 に関する基礎資料について」

藤村 知広・井上 謙,近畿地方整 局 近

畿道路メンテナンスセンター技術課 

⇔

⇔

⇔

36%

11%

31%

79%

40%

3%

18%

39%

63%

50%

77%

35%

57%

76%

100%

75%

52%

21%

60%

46%

63%

58%

32%

47%

10%

52%

7%

24%

14%

17%

54%

18%

3%

5%

2%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁 （５，３７５橋）

トンネル （５９本）

ロックシェッド （４箇所）

大型カルバート （４４箇所）

横断歩道橋 （４１２橋）

大型案内標識（門型）（４２基）

道路情報表示装置（門型）（１０基）

アンダーパス （３０箇所）

地下横断歩道（４８箇所）

道路土工構造物 （４２２箇所）

道路照明灯（２９,９３４基）

道路案内標識（門型以外）

（４,７５５基）

道路情報表示装置（門型以外）

（３１４基）

舗装 （４,５８７Kｍ）

Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階

図 1-29 区間指標を導入した優先順位評価のイメージ 

図 1-30 本県道路施設 14 施設の２巡目点検の結果（2024.3 時点） 



23 

＜参考＞ 

１）橋長別の健全性の診断区分状況 

建設年次別の健全性の診断区分の割合は、橋長 15m 未満の橋梁では早期措置段

階（診断区分Ⅲ）の割合が 2～8％、橋長 15m 以上の橋梁では 10～50％であり、伝

達すべき情報量が多くなる早期措置段階の施設は橋長 15m 以上の割合が高い。 

 

 

 
 

２）道路種別の健全性の診断区分状況 

道路種別による健全性の診断区分の内訳に有意な差はみられなかった。 

 

57%

30%
42%

29%
40%

56%

30%
39% 42% 37% 34% 39%

52% 58% 58%
48% 52%

74%
67%

81%
100%

43%

65%
54%

67% 53%
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100%

建設年次（年） 診断区分Ⅰ 診断区分Ⅱ 診断区分Ⅲ

7橋 23橋 122橋 58橋 15橋 16橋 113橋 260橋 332橋 491橋 322橋 210橋 168橋 175橋 125橋 89橋 69橋 47橋 27橋 16橋 7橋

0% 0%

22%

0% 0% 0%
11% 19% 12% 16% 13% 15% 21% 28% 31% 30% 27%

50% 51%

76%

100%

0%

60%

44% 90%

50% 50%

72%
68% 77% 69% 72% 72%

69%
70% 64% 66% 68%

44% 48%

24%

0%

0%

40% 33%

10%

50% 50%

17% 13% 12% 15% 16% 13% 10% 3% 5% 3% 4% 6% 1% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

建設年次（年） 診断区分Ⅰ 診断区分Ⅱ 診断区分Ⅲ

0橋 5橋 18橋 10橋 2橋 2橋 18橋 69橋 86橋 175橋 232橋 175橋 170橋 155橋 157橋 148橋 113橋 146橋 81橋 29橋 4橋

15m未満

37%

22%

40%

26%

46%

27%

58%

68%

57%

63%

51%

65%

5% 9%
2%

10%
3%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15m未満 15m以上 15m未満 15m以上 15m未満 15m以上

一般国道 主要地方道 一般県道

診断区分Ⅰ 診断区分Ⅱ 診断区分Ⅲ

19%

28%
54%

22%

37%

41%

一般国道 主要地方道 一般県道

＜道路種別の内訳＞

＜道路種別毎における健全性の内訳＞

・診断区分Ⅲの割合が2～5％
・診断区分Ⅰの割合が37～46％

15m以上

1618橋 747橋832橋 680橋561橋 405橋

図 1-31 建設年次別診断区分状況（橋長 15m 未満） 

図 1-32 建設年次別診断区分状況（橋長 15m 以上） 

図 1-33 道路種別健全性診断区分状況 
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３）緊急輸送道路別、くしの歯ステップ別の健全性の診断区分状況 

緊急輸送道路別、くしの歯ステップ別による健全性の診断区分の内訳に有意な差

はみられなかった。 

 
図 1-34 緊急輸送道路別健全性診断区分状況 

 

 
 

図 1-35 くしの歯ステップ別健全性診断区分状況 

 

  

＜緊急輸送道路別の内訳＞ ＜緊急輸送道路別の健全性の内訳＞
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緊急輸送道路一次 緊急輸送道路二次
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＜くしの歯ステップ別の内訳＞ ＜くしの歯ステップ別の健全性の内訳＞
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２．２ コンクリート橋の課題に関する検討 

（１）塩害橋梁への対応方針 

愛知県では、これまで定期点検において塩害の懸念がある橋梁は、補修設計業務

の中で詳細調査を実施してきた。一方、令和６年 7 月に改定された橋梁定期点検要

領では、「コンクリートの塩害に対する特定点検要領（案）」の対象となる橋梁（沿

岸部より 200m 以内）は、同要領に従った特定点検を行うとの記載があり、「塩化

物イオン計測結果」に関するデータ記録様式が追加されている。今回、愛知県の海

岸線沿いに位置する建設事務所（知多、知立、東三河）においてこれまで実施され

てきた塩分含有量調査結果を踏まえ、定期点検における塩害橋梁への対応方針を検

討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：H29 道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編 P.183 

 

  
 

 

  

計測結果一覧

名称

部材種別

備考

塩 物イオン量

名称

位

置

図

注    ぶりの代表値：測定結果の   分位点 塩害 関  特定点検要領参照 を

　　 入力  。

注   測定位置：位置図 示した記号と 応させ 。

注   実測 よ  ぶり、実測 ぶり測定位置：電磁波反射法で、実測 より

　　 キャリブレーショ ンを った場合 記入  。

注   測定深さ：コンクリート部材表面  の深さ。

3 4

塩 物イオン量試験方法
初期塩 物イ

オン量

(kg/m3)

表面塩 物イ

オン量

(kg/m3)

見掛けの拡散

係数

 c  /年 

将来推定年

将来の鉄筋位

置での塩 物

イオン量

(kg/m3)
記号 名称

工種 材料
要素

番号

測定

位置

中  

深さ    

鉄筋位置での

塩 物イオン

量 kg/   

測定深さ 上段：始端   中段：終端   、測定値 下段：kg/   

5 6 7 8 9 10記号 1 2

実測 よ 

 ぶり    

実測 ぶり

測定位置名称 記号 測定値 測定値 測定値 測定値 測定値 
工種 材料

部材種別 要素

番号

測定

位置

設計 ぶり

(mm)

 ぶりの

代表値    

 ぶりの測定値    

現地確認年月日 橋梁検査員

測定値 測定値 測定値 記号

 ぶり

 ぶりの測定方法

緯度
 設ID

経度 経度

フリガナ
路 線 名 管理者

データ記録様式（その５-１）
塩 物イオン量の計測結果

径 間 番 号 起点側
緯度

終点側

橋梁コード
橋 梁 名

メモ メモ メモ

部材名 要素番号

撮影年月日

部材名 要素番号 部材名 要素番号

写真番号 撮影年月日 写真番号

メモ メモ メモ

要素番号部材名 要素番号 部材名 要素番号 部材名

撮影年月日

橋 梁 名

備考

フリガナ

写真番号 撮影年月日

塩

　

 

　

物

　

イ

　

オ

　

ン

　

量

　

の

　

計

　

測

　

状

　

況

　

写

　

真

写真番号 撮影年月日 写真番号

写真番号 撮影年月日

現地確認年月日 橋梁検査員

緯度
 設ID

経度 経度

路 線 名 管理者

終点側

橋梁コード

データ記録様式（その５-２）

塩 物イオン量の計測状況写真
径 間 番 号 起点側

緯度

表 2-1 塩害の影響地域 

図 2-1 データ記録様式（その 5-1） 

塩化物イオン量の 測結果 
図 2-2 データ記録様式（その 5-2） 

塩化物イオン量の 測状況写真 
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１）塩分含有量調査結果の分析 

○対象橋梁（29 橋）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調査データ 

３建設事務所の補修設計の中で実施されていた塩害調査の 29 橋のデータについ

て整理した。データは個々の調査で採取位置や調査方法が異なっていることから、

正確な比較は困難であるが、ここでは大まかな傾向について分析を行った。 

これらの 29 橋のうち、27 橋はコンクリート中の塩分総量規制（建設局 1986 年）

以前に建設されている。 

また、上記のうち 1 橋（北方橋）が道路橋示方書（H29）の塩害対策区分 S（海

岸線から 20m 以内）に該当しており、海岸線からの距離 200m 以内（飛来塩分の要

対策橋梁）は 4 橋、それ以外の橋梁は汽水域に近接している。 

表 2-2 塩害含有量調査対象橋梁一覧 

   

管理者 No. 施設名 完成年次 路線名 橋長 橋種 径間数
海岸線から
の距離(m)

桁下が汽水域
試料採取位置

上部工
試料採取位置

下部工
 考

1 八幡橋 1963 年 （国）２４７号 7.24 RC橋 1 76 ○ 地覆 -

2 北方橋 1963 年 （国）２４７号 4.7 RC橋 2 14 - 主桁 - H29道示　塩害対策区分S

3 半田大橋 1980 年 （国）２４７号 65.82 PC橋 6 2,780 ○ - 橋脚梁

4 半田小橋 1962 年 （国）２４７号 19.54 PC橋 1 2,800 ○ - 橋台竪壁

5 上野間橋 1998 年 （国）２４７号 25.3 PC橋 1 250 ○ 主桁 橋台竪壁

6 須賀川橋 1983 年 （国）３６６号 16.81 PC橋 1 2,500 ○ 主桁 橋台竪壁

7 新上野橋(上り線) 1981 年 （国）２４７号 86.2 鋼橋（RC床 ） 3 1,700 ○ 床 橋脚柱

8 新上野橋(下り線) 1981 年 （国）２４７号 86.2 鋼橋（RC床 ） 3 1,720 ○ 床 橋台竪壁

9 荒尾ＩＣ跨道橋(上り) 1969 年 （国）２４７号 18.16 PC橋 1 670 ○ 主桁、間詰Co 橋台竪壁

10 荒尾ＩＣ跨道橋(下り) 1969 年 （国）２４７号 18.16 PC橋 1 690 ○ 主桁、間詰Co 橋台竪壁

11 新大田橋(上り線、北行き) 1963 年 （国）２４７号 115.48 PC橋 4 2,100 ○ 主桁、間詰Co 橋脚柱

12 新大田橋(下り線、南行き) 1963 年 （国）２４７号 115.48 PC橋 4 2,120 ○ 主桁、間詰Co 橋台竪壁

13 新長浦橋(上り線) 1968 年 （国）１５５号 16.53 PC橋 1 1,200 ○ 主桁、間詰Co 橋台竪壁

14 新長浦橋(下り線) 1977 年 （国）１５５号 16.53 PC橋 1 1,220 ○ 主桁、間詰Co 橋台竪壁

15 内海橋 1958 年 （国）２４７号 18.3 RC橋 3 450 ○ - 橋脚柱

16 無名橋１５５－９ 1926 年 （国）１５５号 7.6 ボックスカ バート 1 870 - 床 -

17 逢妻橋 1958 年 （50）名古屋碧南線 35.79 RC橋 6 7,400 ○ 主桁 -

18 前浜橋（上り線） 2009 年 （国）２４７号 99.566 PC橋 5 1,950 ○ 主桁 -

19 衣浦大橋(上り線) 1978 年 （国）２４７号 413.6 鋼橋 6 630 ○ - 橋台竪壁

20 音羽橋 1928 年 （321）東幡豆蒲郡線 10 RC橋 2 320 - 主桁、床 橋台竪壁

21 界橋 1980 年 （497）田原豊橋自転車道線 15.2 PC橋 1 90 ○ 主桁、横桁 -

22 小塩津橋 1981 年 （497）田原豊橋自転車道線 60 PC橋 3 170 - 主桁、横桁 -

23 西七根橋 1965 年 （国）４２号 15.7 PC橋 1 1,250 - 主桁 -

24 平嶋橋 1936 年 （2）豊橋渥美線 20.6 PC橋 3 400 ○ 主桁 橋脚柱

25 大崎橋 1959 年 （2）豊橋渥美線 175 PC橋 5 400 ○ 主桁、床 橋脚柱

26 池尻橋 1969 年 （国）４２号 34.45 PC橋 1 570 ○ 主桁 -

27 江畑橋 1934 年 （国）２３号 7.8 RC橋 3 370 ○ 主桁 -

28 荒古橋 1972 年 （31）東三河環状線 33.3 RC橋 3 7,800 - 主桁 -

29 立川橋 1934 年 （国）２５９号 21 RC橋 2 620 ○ 主桁 橋脚柱

赤字：コンクリート中の塩分総量規制（1986年）以前 赤字：海岸線200m以内

知
多
建
設
事
務
所

知
立
建
設

事
務
所

東
三
河
建
設
事
務
所

渥美半島

海岸線から200m以内
※上下線は2橋で 上

新上野橋(上下線)

荒尾IC跨道橋(上下線)

新大田橋(上下線)

無名橋１５５-９

新長浦橋(上下線)

半田大橋
半田小橋

上野間橋

八幡橋

内海橋

北方橋

前浜橋(上り線)

衣浦大橋(上り線)

須賀川橋

逢妻橋

江畑橋

音羽橋

荒古橋

大崎橋

平嶋橋

立川橋

池尻橋

小塩津橋

西七根橋

界橋

知多半島

東三河 

新城設楽 

豊田加茂 

西三河 知立 知多 

尾張 

一宮 

海部 

図 2-3 塩害含有量調査対象橋梁位置図 
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○架橋地点における表面塩分量（上部工） 

上部工の表面塩分量についてみると、南東の風を受けやすい東三河建設事務所管

内に多い傾向がみられた。 

 
 

 

○飛来塩分の地域性 

上部工において塩害の可能性がある（鉄筋位置での塩化物イオン量 1.2kg/m3 以

上かつコンクリート表面の損傷が認められる）橋梁は 8 橋確認された。 

道路橋示方書 （H29）では、沿岸部より 200m 以内が塩害影響地域とされている

が、沿岸部より 200m 以上の地域でも、沿岸部より 500m 以内の地域では飛来塩分

による影響の可能性が確認された。 

表 2-3 塩害含有量調査結果 

 

新上野橋(上下線)

②荒尾IC跨道橋(上下線)

新大田橋(上下線)

無名橋１５５-９

新長浦橋(上下線)

半田大橋

半田小橋

上野間橋

八幡橋

内海橋

北方橋

前浜橋(上り線)

衣浦大橋(上り線)

須賀川橋

逢妻橋

江畑橋

①音羽橋

荒古橋

大崎橋

平嶋橋

立川橋

池尻橋

小塩津橋

西七根橋

界橋

知多半島 渥美半島

・上部工の調査結果なし
半田大橋、半田小橋、内海橋
衣浦大橋(上り線)

は、
次頁に塩化物塩分量分 を掲載

3.12

1.22

0.16

1.43

1.56

0.79

0.55

8.19

8.88

2.22

12.97

2.49

3.81

7.73
3.21

東三河建設事務所管内

①音羽橋

②荒尾IC跨道橋

 考

管理者 No. 施設名 完成年次 橋長 橋種 径間数
海岸線から
の距離(m)

試料採取位置
上部工

想定鉄筋位置での
塩化物イオン量

（kg/m3）

飛来塩分の
可能性

内在塩分の
可能性

塩害の可能性

知多 16 無名橋１５５－９ 1926 年 7.6 ボックスカ バート 1 870 床 0.23 - - -

東三河 20 音羽橋 1928 年 10 RC単純T桁 2 320 主桁、床 1.56 ◎ - △ 前ページの①

東三河 27 江畑橋 1934 年 7.8 RC単純T桁 3 370 主桁 1.66 ○ ◎ ○

東三河 29 立川橋 1934 年 21 RC単純T桁 2 620 主桁 0.31 - - -

東三河 24 平嶋橋 1936 年 20.6 PC単純プレテンT桁 3 400 主桁 2.85 ◎ △ ○

知多 15 内海橋 1958 年 18.3 RC単純T桁 3 450 - - 上部工調査なし（下部工のみ調査）

東三河 25 大崎橋 1959 年 175 PC単純ポステンT桁 5 400 主桁、床 1.1 ○ - -

知多 4 半田小橋 1962 年 19.54 PC単純プレテンホロー 1 2,800 - - 上部工調査なし（下部工のみ調査）

知多 1 八幡橋 1963 年 7.24 RC橋 1 76 地覆 0.88 - ○ -

知多 2 北方橋 1963 年 4.7 RC橋 2 14 主桁 1.98 - ◎ ○ H29道示　塩害対策区分S

知多 11 新大田橋(上り線、北行き) 1963 年 115.48 PC単純ポステンT桁 4 2,100 主桁、間詰Co 0.64 ○ ○ -

知多 12 新大田橋(下り線、南行き) 1963 年 115.48 PC単純ポステンT桁 4 2,120 主桁、間詰Co 0.05 - - -

東三河 23 西七根橋 1965 年 15.7 PC単純プレテンT桁 1 1,250 主桁 0.06 - - -

知多 13 新長浦橋(上り線) 1968 年 16.53 PC単純プレテンT桁 1 1,200 主桁、間詰Co 1.73 ○ ○ ○

知多 9 荒尾ＩＣ跨道橋(上り) 1969 年 18.16 PC単純プレテンT桁 1 670 主桁、間詰Co 0.85 ○ ○ -

知多 10 荒尾ＩＣ跨道橋(下り) 1969 年 18.16 PC単純プレテンT桁 1 690 主桁、間詰Co 1.54 - ○ ○ 前ページの②

東三河 26 池尻橋 1969 年 34.45 PC単純ポステンT桁 1 570 主桁 0.4 ○ ○ -

東三河 28 荒古橋 1972 年 33.3 RC単純T桁 3 7,800 主桁 0.81 - - -

知立 18 逢妻橋 1974 年 85.9 RC単純T桁 3 7,400 主桁 0.07 - - -

知多 14 新長浦橋(下り線) 1977 年 16.53 PC単純プレテンT桁 1 1,220 主桁、間詰Co 0.14 - - -

知立 19 衣浦大橋(上り線) 1978 年 413.6 鋼橋（RC床 ） 6 630 - - 上部工調査なし（下部工のみ調査）

知多 3 半田大橋 1980 年 65.82 PC単純プレテンホロー桁 6 2,780 - - 上部工調査なし（下部工のみ調査）

東三河 21 界橋 1980 年 15.2 PC単純プレテンT桁 1 90 主桁、横桁 7.33 ◎ △ ○

知多 7 新上野橋(上り線) 1981 年 86.2 鋼橋（RC床 ） 3 1,700 床 0.18 - - -

知多 8 新上野橋(下り線) 1981 年 86.2 鋼橋（RC床 ） 3 1,720 床 0.14 - - -

東三河 22 小塩津橋 1981 年 60 PC単純プレテンT桁 3 170 主桁、横桁 2.89 ◎ - ○

知多 6 須賀川橋 1983 年 16.81 PC単純プレテンT桁 1 2,500 主桁 0.09 - - -

知多 5 上野間橋 1998 年 25.3 PC単純ポステンT桁 1 250 主桁 0.11 - - -

知立 17 前浜橋（上り線） 2009 年 99.566 PC5径間連結床 プレテンション方式 5 1,950 主桁 0.02 - - -

  ↑赤字：海岸線200m以内  ↑赤字：1.2以上

     ↑青字：海岸線500m以内

調査結果

上部工

↑赤字：コンクリート中の塩分総量規制（1986年）以前

図 2-4 架橋地点における表面塩分量（上部工） 
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○県内 29 橋の塩化物イオン量と沿岸からの距離 

29 橋の塩害調査結果について、塩化物イオン量（kg/m3）とコンクリート表面か

らの深さ(mm)の傾向について整理した。対象 29 橋のうち上部工で調査を実施した

25 橋について整理した結果、図 2-5 のとおり、 

➢ パターン①：コンクリート表面の塩分含有量は大きいが内部は小さい 

➢ パターン②：鉄筋位置よりも深い位置で塩分含有量が大きい 

の 2 パターンの傾向があることが判明した。 

  
図 2-5 コンクリート表面深さー塩化物含有量 

 

それぞれのパターンについて沿岸からの距離で整理を行ったところ、図 2-6 のと

おりパターン①は沿岸から 500m 以内に分布する傾向が確認された。 

一方、パターン②については、沿岸からの距離に関わらず分布している傾向が確

認された。 

 
図 2-6 沿岸部からの距離ー塩化物含有量 

 

  

①音羽橋(1928年竣工：供用96年)
【表面の付着量が多い】

パターン①
コンクリート表面は大きいが、

内部は小さい

鉄筋位置

1.2kg/m3

パターン②
鉄筋より深い位置で多い

②荒尾IC跨道橋（下り線）(1969年竣工：供用55年)
【鉄筋より深い位置で多い】

鉄筋位置

1.2kg/m3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

パターン②：距離との相関はない

パターン①：1.2kg/m3以上は、500m以内に分 する傾向

パターン①

パターン②200

沿岸部からの距離（m）

塩
化
物
イ
オ
ン
量
（

k
g
/
m3
）

1.2kg/m3

道路橋示方書：塩害の影響を受ける地域 200mまで
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○県内における塩害環境下の橋梁 

道路橋示方書 （H29）では、沿岸部より 200m 以内が塩害影響地域とされている

が、沿岸部より 200m 以上 500m 以内の地域でも飛来塩分による影響の可能性が確

認されたため、沿岸部より 200m 以内にある橋梁数、沿岸部より 200m 以上 500m

以内にある橋梁数について確認した。 

その結果、沿岸部より 200m 以内の範囲にある橋梁は 124 橋、沿岸部より 200m

以上 500m 以内の範囲には 225 橋があることが確認された。 

 
図 2-7 県内の 200m、500m 以内の橋梁位置 

 

２）塩害詳細調査方法の統一 

これまで、県内の 29 橋において補修設計の際に塩害調査を実施しているが、調

査方法および試料採取位置等が非統一であったため、今後、適切なデータ分析を実

施するため、コンクリート標準示方書、道路橋示方書（H29）、塩害特定点検要領、

塩害橋梁維持管理マニュアル等を参考とし、標準的な調査手法を策定することとし

た。 

なお、塩害調査の実施は補修設計において必要と判断された場合に実施し、状況

に応じて必要な調査項目を追加することとした。 

 

○調査内容のポイント 

➢ 県内の下部工の調査結果では、耐荷力に影響する程度の損傷事例は少なかっ

たことから、調査箇所は上部工を基本とする 

➢ 調査項目は、鋼材の腐食度調査、塩化物イオン含有量試験、中性化深さ試験

を基本とする 

➢ 調査方法および採取数は、ドリル削孔による試料採取で 3 箇所を基本とする 

200m以内
124橋

500m以内
225橋

塩害橋梁

塩害調査橋梁

沿岸部より200m以内にある橋梁

沿岸部より500m以内にある橋梁

橋梁施設

500m

200m
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表 2-4 塩害詳細調査 標 調査手法 

 

３）塩害橋梁への対応方針 

今後、定期点検において塩害による損傷がみられる橋梁については、以下のフロ

ーに従い対応することとした。 

➢ 塩害環境下の橋梁をあらかじめ把握した上で定期点検を実施し、点検調書

様式３の所見欄に塩害環境下にあるかを記載 

➢ 補修設計で詳細調査を実施した場合は、塩化物イオン量のデータ記録様式

を作成（R6 定期点検要領） 

➢ 沿岸部より 200m 以内の橋梁は、統一した調査手法のデータ取得を実施 

➢ 今回の整理結果も含め「道路構造物（橋梁）長寿命化計画（参考資料）」

へ反映 

  

定期点検時の注意喚起

・点検調書（様式３）の 考に
塩害環境下 （沿岸より200ｍ、500m）
記入

・ひび割れ、剥離・鉄筋露出等
塩害と思われる損傷を点検

・塩害環境下であることを念頭に置い
た診断

・詳細調査補修設 

診断

調書作成

定期点検
（現場作業）

点検  

定期点検 おけ 塩害橋梁の 応

補修設 に必要な調査項目以外にも
今後の分析のために必要なデータ
（県独自に定めた調査要領）は取得

・点検調書（様式３）に塩害の可能性
の有無を記入

・補修工事により健全性回復補修工事

特定事象の有無、健全 の診断 関  所見

所見

（適宜、所見を記入）
■塩害環境下（沿岸部より    以内）

様式３

特記事項
（第三者被害の可      
応急措置の実 の有無等）

ー

ー

ー

無

無

ー

ー

ー

ーその他（伸縮装置）

特定事象の有無
（有もしくは無）

疲労 塩害
アルカリ
骨材反応

防食  
の低下

洗掘 その他

該当部位

上部構造

下部構造

上下部接続部

その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） ー

健全 の診断の区分の 提

ー

 設ID 定期点検実 年月日 定期点検者

無

無

無 ー

図 2-8 塩害橋梁対応 ロー 
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（２）横締め PC 鋼材突出への対策検討 

令和６年４月 23 日に、名古屋市管理の熱田陸橋（プレテンション方式 T 桁橋）

でコンクリート製の高欄（高さ約 6m）から、コンクリート片（大きさ 15cm× 

20cm×2.5cm、重さ 1～2kg 程度）が落下し、熱田陸橋の階段を登ろうとしてい

た自転車通行人の着用していたヘルメットに当たる被害が発生した。 

コンクリート床版における横締め PC 鋼材が破断、突出したことでコンクリート

片が落下したと推定される。 

 
写真 2-1 横締め PC 鋼材突出事例（名古屋市熱田陸橋） 

また、県管理橋梁である、一般県道沢田御作線 上犬伏橋（PC 単純プレテンホロ

ー桁）でも令和 4 年の定期点検時に横締め PC 鋼棒の抜け出しが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 横締め PC鋼材突出事例（上犬伏橋） 写真 2-2 横締め PC 鋼材突出事例（上犬伏橋） 
 

県管理橋梁には、同様の PC 橋が多数存在し第三者被害の恐れがあることから、

PC 鋼材やグラウトに関する技術基準の変遷を踏まえ、県内において本事象が生じ

る可能性が高い橋梁を抽出し、具体的な調査方法及び対策工法等について検討を行

った。 

PC鋼棒

コンクリート片が
落下した箇所

コンクリート片が
落下した箇所

落下した
コンクリート片

PC 鋼棒突出 

カップラ―位置 
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１）技術基 の変  

国土技術政策総合研究所は、平成 30 年か

ら令和 3 年度に国管理の道路橋 12 橋での横

締め PC 鋼棒の突出事例を調査し、以下のと

おりまとめている。 

➢ 飛来塩分や凍結融解材の散布の有無など

の架設位置の環境には顕著に依存しな

い。 

➢ 下記の橋梁で、横締め PC 鋼材の突出が

起きた。 

 PC 鋼材の防錆や一体化の役割を担うグ

ラウトの材料品質が劣る 1980 年以前に

建設された橋梁 

 PC 鋼棒を使用した橋梁 

 PC 鋼棒の接手としてカップラーを使用

している可能性が高い、幅員が 8.0ｍ以

上の橋梁 

 

また、「橋梁定期点検要領 （令和６年７月）参考資料４．コンクリート床版橋にお

ける横締め PC 鋼材の突出例」において、これまでの定期点検結果やコンクリート

床版橋における橫締め PC 鋼材の突出事例をもとに、定期点検の留意事項がまとめ

られている。（図 2-11,図 2-12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 水の侵入による変状 

図 2-10 国土技術政策総合研究所

PC 鋼棒突出研究事例 
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図 2-12 PC 鋼材の突出メカニズム 

 

国土技術政策総合研究所の研究や、 「橋梁定期点検要領 参考資料４．」に技術基準

の変遷が以下のとおりまとめられている。 

➢ H14 道路橋示方書(2012 年)以前は床版に防水層を設けることが規定されてい

ない。 

➢ 横締め PC 鋼棒は 1956～1980 年に設計された橋梁に適用。 

➢ 1994 年頃まではカップラーシースの空隙が小さく、グラウト充填不良のリ

スクが高い。 

➢ 1994 年まではグラウトにブリーディング 3％以下を許容していたため、ブリ

ーディング水が散逸してシース内に空隙が発生。1996 年以降にノンブリー

ディングが推奨された。 

 

 

 

 

 

図 2-13 技術基 の変  

２）検討対象橋梁の抽出 

技術基準の変遷等を踏まえ、以下の条件に該当する PC 鋼材の破断による突出に

より第三者被害の恐れのある愛知県管理橋梁を抽出した。 

➢ 1994 年以前に設計（H2 道路橋示方書以前を適用）され、横締め PC 鋼棒が

使用された橋梁 

➢ カップラーを使用している幅員 8.0ｍ以上の橋梁 

➢ 第三者被害となる交差物件（河川、水路以外）を有する橋梁 

➢ 横桁、PC 定着部に漏水・遊離石灰の損傷が見られる橋梁 

H14 道路橋示方書（2012 年） 
(3) 鉄筋コンクリート床版に雨水等が浸透すると，床版内部の鉄筋や鋼材を腐食させるば

かりでなく，コンクリートの劣化，とくに繰り返し荷重作用下の床版コンクリートの劣

化を促進し床版の耐荷力や耐久性に著しく悪影響を及ぼす。したがって，防水層を設け

る等により床版上面に達した雨水等が床版に浸透しないよう必要な措置を講じるもの

とした。このとき，地覆，排水ます，伸縮装置，マンホール等と接する箇所からも床版

へ雨水が浸入しないように，境界部分の遮水処置も十分に行う必要がある。 

PC 鋼棒径 カップラー 径 カップラーシース径 

Φ26 50 58～59 

Φ32 60 68～70 
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愛知県管理の PC 橋 1,213 橋に対し、上記の条件に該当する橋梁を抽出したとこ

ろ、図 2-14 のとおり 84 橋が該当した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 検討対象橋梁の抽出 

３）横締め PC 鋼材突出への調査方法 

横締め PC 鋼材突出に関しては、以下に示す、グラウト充填調査、PC 鋼棒破断調

査の実施が想定される。 

○グラウト充填調査 

横締め PC 鋼棒に発生させた弾性波の伝

播速度と振幅からグラウト充填度を推定

する。 

概算費用：20 千円/m2 （交通規制有、高

所作業車有）、15 本/日当たり 

課題として全数調査が物理的に不可能・

困難な箇所がある。 

（かぶりが厚い箇所など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホロー桁 ・多段配置の内部に配置された鋼棒 

PC 橋 全 1,213 橋 

1994 年以前 869 橋 72  

幅員 8m 以上 690 橋 57  

河川・水路以外 119 橋 10  

漏水・遊離石灰あり 84 橋 7  

図 2-15 グラウト充填調査例 

図 2-16 グラウト充填調査適用困難箇所 
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○PC 鋼棒破断調査 

鋼棒端面を露出させ反射波より鋼棒の長

さを推定し、破断の有無を判定する。 

概算費用：40 千円/m2 （交通規制有、高所

作業車有）、4 本/日当たり 

鋼棒端面のはつり時の安全対策（はつり

作業時の突出が懸念）が必要となる。地覆に

被覆された箇所などでは、調査が物理的に

不可能・困難であり、全数調査は困難であ

る。 

 

 

＜適用が困難な箇所⇒歩道が併設されている箇所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

歩道 歩道

PC中空床 橋（断面図）

中空型枠 間詰め部

横締めPC鋼棒 主桁

図 2-17 PC 鋼棒破断調査例 

図 2-18 PC 鋼棒破断調査適用困難箇所 



36 

４）横締め PC 鋼材突出への対策検討 

○繊維シート 着工 

➢ 概  要：複合繊維シートと帯鋼板を接着剤で貼付け 

➢ 概算費用：33 千円/m2（交通規制有、高所作業車有）、シート面積 30m2 

➢ 課  題：被覆したコンクリートの変状把握が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 鋼棒の径と長さ、取付位置に応じた繊維シートの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-19 繊維シート 着工 

図 2-20 繊維シート 着工詳細 
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○床 防水における高性能防水の適用 

PC 鋼材突出の要因の一つに床版からの漏水が挙げられる。PC 鋼材突出の予防

保全対策として、床版防水の機能を向上させる高性能防水の適用が考えられる。 

国交省道路局の事務連絡（令和 5 年 8 月）では、「特段の理由がない限り、最も

経済的な床版防水層を選定する必要がある」と記載がある。そこで、「第三者被害の

恐れがある箇所」を特段の理由と位置づけ、高性能防水の適用について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-21 事務連絡 道路橋工事の床 防水工における床 防水層の設 ・施工について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-22 床 防水の種類  

【特段の理由】 

「第三者被害の恐れがある箇

所」を「特段の理由」と位置づ

け高性能防水を検討する 
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高性能防水の仕様は、現地条件 （求められる防水性能、施工条件、既設床版の構

造形式、断面欠損の程度）により個別に選定する必要がある。高性能防水は一般防

水に比べ価格が高いものの、防水効果が高く、耐用年数も長いことから、ライフサ

イクルコストで比較し、個別の橋梁で検討する。 

➢ 価格帯：約 130～370 万円/橋（橋長 20m、幅員 10m 想定） 

➢ 耐用年数の参考値 一般防水：7 年程度、高性能防水：30 年程度 

橋面舗装工事を実施する際には、予防保全対策として高性能防水の採用を積極的

に検討する。 

 

表 2-6 床 防水比較一覧 

防水の種類 
単価 

（ /m2） 

費用 

（千 ） 
比率 現地条 ・制約 

一般防水 

シート系防水 2,630 530 1.20 

・条 ・制約：小 塗膜系防水 2,200 440 1.00 

複合防水 7,990 1,600 3.64 

高性能防水 

シート系防水 9,453 1,890 4.30 

・施工に時間を要する 

・適用できるコンクリ

ート床 の条 が厳

しく規定されている 

・舗装は基層と表層が

必要 

⇒条 ・制約：大 

塗膜系防水 10,320 2,060 4.68 

改質グース 

アス ァ ト 
18,388 3,680 8.36 

・グースアス ァ ト

専用機材が必要 

・舗装は表層が必要 

⇒条 ・制約：中 

舗装一体型 6,335 1,270 2.89 
・舗装は表層が必要 

⇒条 ・制約：大 

※モデ ケース：橋長 20m、幅員 10m と想定 
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５）横締め PC 鋼材突出への対応方針 

県内で PC 鋼材突出により第三者被害が生じる可能性がある橋梁に対する対応に

ついては、図 2-22 のフローに基づき実施することとした。 

➢ 定期点検にて技術的助言版の様式 3 に突出の可能性（第三者被害の可能性）

を事前に記載する。 

➢ 本検討で選定した 84 橋のうち舗装に損傷がみられ舗装工事を実施する予定が

ある橋梁は、高性能防水による予防保全を行うことを検討する。 

➢ 84 橋のうち数橋について詳細調査を実施し、外観変状と破断の有無の相関関

係を把握する。相関関係の把握により、外観変状からグラウト充填不足や鋼

材破断の推定を検討する。 

➢ 詳細調査により、グラウト充填不足や鋼材破断を確認した場合は、個別の対

策（力学的性能の回復、第三者被害防止対策）を検討する。 

 

 

図 2-23 横締め PC鋼材突出対応方針検討 ロー 

 

  

個別の対策を立案

３橋程度を選定し、定期点検の中で詳細調査を実施
（1橋桁端部：約300～800  ）

84橋

力学的性能の回復

高機能床 防水
による予防保全

対象の抽出

→ 技術的助言 （様式３：第三者被害の可能性）に記載定期点検

舗装が健全度Ⅲで
舗装工事を実施する予定
がある場合

※防水仕様は個別の選定が必要

定期点検結果の外観変状と詳細調査結果の相関関係を把握
→ 詳細調査を行わなくても,グラウトの充填不足や鋼材破

断の 定が可能

充填不足・鋼材破断あり

第三者被害防止対策

◆対応方針
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＜選定橋梁（案）①＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

橋 梁 名：伊古部東橋（橋長 25.8ｍ） 

事 務 所：東三河建設事務所 

架設年次：昭和 49 年 3 月（供用 50 年） 

交差物件：伊古部町 109 号線 

PC 定着部 

⇒全箇所健全 

横桁 

⇒主桁との隙間から遊離石灰 
点検状況（桁下） 

至 浜松 至 田原 

グラウト充填調査費用 

約 400 万円 
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＜選定橋梁（案）②＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

橋 梁 名：岡崎大橋左岸高架（橋長 116.5ｍ） 

事 務 所：西三河建設事務所 

架設年次：平成 15 年 1 月（供用 21 年）H2 道示適用 

交差物件：市町村道・その他 

横桁 

⇒漏水・遊離石灰 
横桁 

⇒PC定着部の異常 

点検状況（桁下） 
主桁 

⇒定着部の異常 

グラウト充填調査費用 

約 500 万円 
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＜選定橋梁（案）③＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

橋 梁 名：中藻橋（橋長 72ｍ） 

事 務 所：東三河建設事務所 

架設年次：昭和 56 年 10 月（供用 43 年） 

交差物件：杉山町 37 号線、中藻水路 

横桁 

⇒主桁との隙間から遊離石灰 桁下状況 

PC 定着部 

⇒定着部の異常 

(ひびわれ・鉄筋露出) 

グラウト充填調査費用 

約 800 万円 

断面図 至 豊橋 至 田原 
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（３）コンクリート橋のその他の課題 

橋梁定期点検の結果、県内の PC 単純プレテンホロー桁で橋軸方向のひび割れが

確認されている。アルカリシリカ反応が原因と想定されているが、「アルカリ骨材

反応抑制対策について（建設省技調発第 370 号 1989 年(H1)」の規定や 2002 年

(H14 年)に JIS A 1145 「骨材のアルカリシリカ反応試験方法」が規定されているに

もかかわらず、比較的新しい PC 単純プレテンホロー桁の橋軸方向のひび割れが確

認されているため、継続して調査を実施していく。 

  

＜事例１＞ 

完成年次：1994 年(H6) 

所見：主桁の広範囲で橋軸方向のひび割れ 

前回点検よりひび割れが進行している 

顕微鏡観察の結果、アルカリシリカ反応が原因と判明 

＜事例２＞ 

完成年次：1995 年(H7) 

所見：主桁の下面縦報告にひび割れ、漏水・遊離石灰 

追跡調査が必要 
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２．３ 点検支援技術の活用 

（１）点検支援技術の活用状況 

点検や修繕等において点検支援技術の活用することで、車線規制による社会的影

響が小さくなるなど、事業の効率化やコスト縮減が期待されている。 

点検支援技術の活用については、橋梁定期点検業務委託の特記仕様書に基づき

「対象構造物について新技術※による点検が可能か検討」した上で、発注者・受注

者間で協議し、決定・採用している。 

※新技術：NETIS 登録技術や点検支援技術性能カタログ（国土交通省）に掲載さ

れている同等の技術、また、従来技術と比較してコスト縮減や点検の

効率化が期待される技術を対象 

2023 年度は、小型ドローン等の点検支援技術を活用しており、通行止めや交通規

制の回避、高所作業がなくなることで安全性が向上するといったメリットが確認さ

れたが、支承周り等の狭隘空間ではドローン等での点検は困難であった。 

 

 

写真 3-1 全方向衝突回避センサーを

有する小型ドローン技術（38橋梁） 

写真 3-3 橋梁等構造物の点検ロボッ

トカメラ技術（18橋梁） 

2023 年度活用実績 

写真 3-2 こんこん（連続打音検

査装置） 

写真 3-4 ポー カメラ 
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2023 年度までの点検支援技術の活用結果に基づき、ドローン等の画像計測技術

を活用する対象橋梁やその活用範囲について明確化を行った。 

 

 

１．ドローン等の 像 測技術を活用する対象橋梁 

ドローン等の画像計測技術を活用する対象橋梁は下記を基本とする。

ただし、定期点検を行う者が、自らの近接目視によるときと同等の信頼

性で健全性の診断を行うことが出来る情報が得られないと判断した場合

は、この限りではない。 

また、ドローン等の画像計測技術を活用した場合、次回点検は定期点

検を行う者による近接目視により点検する。 

 

（１）コンクリート橋 

以下の全ての条件を満足する橋梁を対象とする。 

・第三者被害予防措置の範囲を有しない橋梁 

・従来点検よりコスト縮減が見込める橋梁 

 

（２）鋼橋 

以下の全ての条件を満足する橋梁を対象とする。 

・第三者被害予防措置の範囲を有しない橋梁 

・従来点検よりコスト縮減が見込める橋梁 

・橋梁形式がプレートガーダー橋 

・鋼床版ではない橋梁 

・大型車交通量が１,０００台／（日・車線）以下の橋梁 

・建設後の経過年数が２５年以下の橋梁 

 

２．ドローン等の 像 測技術を活用範囲 

ドローン等の画像計測技術を活用する範囲は、橋台上の桁端部および

橋面以外を基本とし、点検支援技術使用計画書の中で定め、監督員と協

議するものとする。 
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ドローン等の画像計測技術を活用する対象橋梁やその活用範囲の明確化にあわ

せて、ドローンを活用する橋梁点検業務委託における積算基準も作成し、積極的に

点検支援技術の活用を図ることとしている。 

積算基準に基づく試算では、図 3-1 のとおりドローンを活用した点検は小型の橋

梁点検車（BT-200）よりは高額となるものの、大型の橋梁点検車（BT-400）より

は安価となっている。 

 

 
図 3-1 橋面積別点検費用比較 

■積算基準
ドローンを活用した点検では、橋梁用点検車
BT-400とBT-200 よ 点検費用の間とな 。

※ 2023.3時点での試算

橋台 橋脚

＜点検員 よ 点検範囲＞

桁端部及び橋面・高欄等 ※必要 応  中間の支点部

ドローン等による

点検範囲

ドローン等による

点検範囲

橋台

上部工上部工

ドローンによる点検範囲

点検員による点検範囲

■ 点検範囲の例 

※ 箱桁における点検範囲 



47 

2024 年度は、図 3-2 のとおり点検

対象の橋梁 913 橋のうち、26 橋で小

型ドローン技術を活用するなど、31 橋

で点検支援技術を活用している。 

点検支援技術の利用促進のため、

2023 年度末にドローン等画像計測技

術を活用する対象橋梁やその活用範

囲について明確化を行ったものの、コ

スト縮減が困難であることから活用

が進んでいないと考えられる。 

 

 

 

 

  

写真 3-5 全方向衝突回避センサー

を有する小型ドローン技術（26橋梁） 
写真 3-6 橋梁等構造物の点検ロボ

ットカメラ技術（2橋梁） 

写真 3-7 視る・診る（1橋） 

・高精細な画像取得 

・クラックゲージ計測   

・直接打診 

写真 3-8 BLUE DOCTOR （2 橋） 

・連続打撃でうき・剥離を判定し LED 表示 

ドローン

26橋

3%

視る診る

1橋

0%

ロボット

カメラ

2橋

0%

BLUE 

DOCTOR

2橋

0%

そ 他

882橋

97%

ドローン 視る診る

ロボットカメラ BLUE DOCTOR

その他

点検橋梁数
913橋

図 3-2 点検支援技術利用状況(2024) 



48 

＜橋梁点検中のドローン落下事故＞ 

ドローンによる橋梁点検の際に、ドローンがネットフェンスに激突し、河川内へ

落下する事故が発生した。 

【経緯】 

① ドローンによる橋梁点検を開始 

② 桁下面（河川上）の点検の最中、

ドローンが橋台付近のフェンス

に接近 

③ 補助者がフェンスから離れる方

向への移動を指示したが、操縦者

が操作を誤りドローンがフェン

スに接触。 

④ フェンスに接触したはずみで、河

川内にドローンが落下し水没 

 

 

 

【原因】 

• 操縦者がプロポ（コントローラ

ー）画面を注視し、周囲の状況

確認を怠った。 

• 操縦者が補助者の指示に的確

に対応できなかった。 

• （衝突センサーがネットフェ

ンスに反応しなかった。） 

 

河川内に落下したため、物的被害及び人的被害は発生していない。 

落下翌日に、潜水士を投入し機体を回収している。 

 

【改善策】 

• プロポ画面を注視する場合は、ドローンをその場でホバリングさせる。 

• プロポ画面を注視しながら操縦する場合は、補助者の指示に従い 1 挙動終了

ごとに位置確認を行う。  

前 後

【ドローンの向き】

対象橋梁

①ドローンが橋台付近の
フェンスに接近

②補助者の注意喚起があったが、
捜査を誤りフェンスに激突

③激突したはずみで、河川に落下

③

②①

橋台

橋台

操縦者

補助者

補助者

対象橋梁

ネットフェンス

ドローン落下概要 縦断図 

ドローン落下概要 平面図 

ネットフェンス

プロポ画面を注視

※写真は別橋梁点検時

図 3-3 ドローン落下事故状況 

写真 3-9 ドローン落下事故状況 
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（２）点検支援技術を活用した洗掘調査 

近年、集中豪雨による洗掘の影響で橋梁の損傷事例が多く確認されている。岐阜

県管理の木曽川に架かる川島大橋では、2021 年 5 月の豪雨により、洗掘による橋

脚の傾きや上部の変形が確認され、通行止めとなり、橋梁の架け替えを実施してい

る。 

 
 

図 3-4 川島大橋被災状況 

 

今年度の橋梁定期点検に合わせて、水中ドローンや水中スキャナー等を活用した

橋脚洗掘状況調査の試行を実施した。 

 

１）衣浦大橋（下り線） 

表 3-1 衣浦大橋 橋梁諸元 

所在地 半田市州の崎町 橋長 421.8m 

供用年度 1956 年度（68 年経過） 交差物件 衣浦湾 

 

近接目視等による洗掘状況の確認が困難であり、定期点検時に洗掘調査が実

施されていなかったため、小型無人ラジコンボートに搭載されたナローマルチ

ビーム測深機を用いて河床形状のデータを取得し、洗掘調査を実施した。 
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○ 調査結果 

ナローマルチビーム計測の結果、図 3-5 のとおり PⅡ及び PⅢ橋脚ケーソン基

礎について、基礎天端から-3.7ｍから-4.7ｍ程度の洗掘が確認された。 

現在、洗掘調査結果、修繕費用、耐震補強、交通量等を考慮し、架け替えを検

討している。（参考：調査費用 約 300 万円） 

 

２）上渡津橋 

表 3-2 上渡津橋 橋梁諸元 

所在地 豊橋市三ツ相町 橋長 305.8m 

供用年度 2002 年度（22 年経過） 交差物件 一級河川豊川 

 

近接目視等による洗掘状況の確認が困難であるため、水中ドローンによる洗

掘調査を試行的に実施した。 

橋脚 1 基あたり 4 箇所※において、イメージングソナーによる洗掘状況の確

認と、リアルタイム映像鮮明化技術による映像の確認を実施している。 

※上流側、下流側、側面（右岸側、左岸側） 

 

写真 3-11 使用機械 

・小型無 ラジコンボート 

・ナロー  チビーム測深機 

基礎が完全に露出
 基礎天端より-4.65m 

基礎の上流側が露出
 基礎天端より-3.65m 

下り線

上り線

上流側

下流側

PⅢ P 

下り線PⅢ 拡大図

調査範囲
N

写真 3-10 調査箇所 

図 3-5 調査結果 
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○ 使用 械 

○ 調査結果 

水中ドローン及びイメージングソナーにより洗掘調査を行った結果、写真 3-14

のとおり洗掘は確認されなかった。（参考：調査費用 約 200 万円） 

 

写真 3-13 映像モニター 写真 3-12 使用機械 

・産業用水中ドローン 

・DiveUnit HAYATE 

カメラ画像 よ 目視確認 P 下流側  

イメージングソナー計測 P 右岸側  

上流

下流

P1

P2

P3

P4

P5

N

計測位置

右岸側

左岸側
下流側

上流側

河 ライン

水面ライン

図 3-6 調査箇所 図 3-7  測位置 

写真 3-14 調査結果 
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３）尾濃大橋 

表 3-3 尾濃大橋 橋梁諸元 

所在地 一宮市木曽川町玉ノ井 橋長 767.5m 

供用年度 1984 年度（40 年経過） 交差物件 一級河川木曽川 

 

上流側の河床において異常な深みが発見されたことから、P5 及び P6 橋脚に

根固め工を施工することとなり、施工にあたり、UAV グリーンレーザー及びモ

ーターボート搭載のマルチビームによる深浅測量を実施した。 

UAV グリーンレーザーでデータが取得できない橋梁下部等は、マルチビー

ムによる深浅測量を実施している。 

 

○ 使用 械 

写真  -   使用 械 

・UAV 

・グリーンレーザースキャナ 

P6橋脚

P5橋脚

調査範囲

N

図 3-8 調査箇所 
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○ 調査結果 

UAV （グリーンレーザースキャナ）及びモーターボート（マルチビーム）に

よる測量の結果、図 3-19 のとおり橋脚周りに洗掘が確認された（P6 橋脚はケ

ーソン基礎が露出）。 

調査結果に基づき、根固め工の施工を予定している。 

（参考：調査費用 約 500 万円） 

 

  

写真 3-16 使用機械 
 

ラジコンボート 

マルチビーム深浅測量 
モーターボート 

マルチビーム深浅測量 

 械故障のため 

モーターボート 変更 

図 3-9 調査結果 
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４）点検支援技術の今後の活用方針 

橋梁定期点検では、近接目視等による状態の把握が基本となるが、近接目視によ

り状態が把握できない場合は、健全性の診断に当たり、状態が把握できない部材を

前提条件として記録することとなっている。 

大規模な河川等にかかる橋梁での洗掘調査は、近接目視による状態の把握が困難

であり、今年度の試行により、点検支援技術の活用により状態の把握ができること

が確認できたが、費用が非常に高額となるため、5 年に 1 回の定期点検に合わせて

全箇所で実施することは現実的ではない。 

洗掘が起こりやすく、道路ネットワークへの影響が大きな一級河川を渡河する橋

梁については、ポールや手用測鉛による調査が困難な箇所で点検支援技術を活用し

た洗掘調査を検討する。 

 

参考：橋梁定期点検要領 R6.7 国土交通省 道路局 国道・技術課 

参考資料６ 水中部での基礎地盤の洗掘や部材の腐食等の損傷例 

（洗掘が起こりやすい箇所） 

➢ 橋梁条件：洗掘は直接基礎に多い傾向がある 

 ケーソン基礎でも基礎が露出している場合は、局所洗掘が進む可能

性がある。 

 河川管理構造令（昭和 51 年）制定前に建設された橋梁は、洗掘対

策が未実施である。 

➢ 河川状況：河川の湾曲部や狭隘部等の流速が速い箇所では洗掘が生じる

可能性がある。 

➢ 近傍構造物の改変：河川特性に変化が生じる場合、洗堀が進行する可能

性がある。 

➢ 周辺護岸の条件,変状等 ：既存対策工の変状がある場合、洗堀が既に生じている

可能性がある。 

 

○検討事項 

➢ コストについて、潜水士による調査との比較 

➢ 水中ドローン等を使用する場合は、流速、濁り等使用の可否の検討 
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（３）タブレット端末を使用した調書作成の自動化 

タブレット端末によるスケッチや写真撮影の IT 化、現場で確認した変状や損傷

をタブレット端末に入力することで点検調書が自動作成できる支援サービス等が

民間各社により開発され、効率化・省略化が図られている。 

国土交通省が公表している、 「地方公共団体における新技術活用事例」によれば、

タブレット PC による点検の記録を実施することで、正確でスピーディーな記録が

可能であったり、タブレット PC から調書形式で出力できることで、調書作成に要

する作業時間が短縮できることなどにより、１橋あたり約３万円（約 25%）の点検

費用の縮減の事例が紹介されてる。 

 
出典：国土交通省公表資料 地方公共団体における新技術活用事例 

（https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/pdf/chiho-katsuyo-jirei.pdf） 
 

図 3-10 新技術活用事例 
 

タブレット端末による調書作成システムを開発している各社にヒアリングを行

ったところ、本検討における簡素化した点検調書に対応した調書自動作成可能なシ

ステムは、2025 年 4 月時点で 2 社が対応可能見込みである。 

本委員会での検討結果に基づき、来年度の定期点検から小規模橋梁については簡

素化した点検調書様式での記録を予定しているが、直営点検ではタブレット端末を

使用した調書作成も試行していく （図 3-11、表 3-4）。合わせて、愛知県都市整備協

会と小規模橋梁点検のための AI 活用に向け、引き続き検討を進めていく。 
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出典：https://www.agencysoft.co.jp/bridge/ 
 

図 3-11 タブレット端末による調書作成のシステム例 
 

表 3-4 本県での 営点検状況 

実施事務所 点検橋梁数 

知立建設事務所 約 15 橋 

新城設楽建設事務所 約 38 橋 
 

近年では、AI による損傷画像から損傷程度を精度よく判断できる技術が進展し

ており、また、損傷画像から損傷要因を特定する開発も進んでいる。小規模橋梁の

多くは構造が単純でコンクリート製の橋梁が多いため、部分的なコンクリートのひ

びわれや剥離・鉄筋露出の損傷が橋全体の評価に直接つながると考えられる。AI を

活用した損傷画像からの損傷程度の評価や特定事象の有無の診断をアシストする

技術が進展すれば、橋梁に関する知識を有する職員が少ない市町村でも、同じタブ

レット端末や AI ソフトを利用することで、県と同等の評価が可能となる。 

 
図 3-12 AI による損傷要因特定例 

〇損傷程度の  〇特 事象の有無

AIcon診断 https://r2sj.net/news/876

損傷凡例

①損傷図のスケッチ
②写真撮影

損傷詳細状況の入力
③各様式欄の入力

※①、②で入力した項目は反映済み

出力

https://www.agencysoft.co.jp/bridge/
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３ 委員会における主な意見と対応 

2024 年 7 月から 2025 年 2 月にかけて 3 回開催した「橋梁定期点検の効率化

に向けた検討委員会」における主な意見とその対応について、以下に示す。 

３．１ 点検調書の簡素化 

＜委員会における主な意見＞ 

・ 橋長 15m 未満の橋梁を点検調書簡素化対象とした場合、構造が複雑な橋

梁や要求性能の視点で問題ないか。 

・ 簡素化した点検調書の様式を技術的助言版の３様式に加え、損傷図、損

傷写真としているが、第三者被害が想定される橋梁の点検調書を簡素化

して問題ないか。 

＜対応＞ 

・ 点検調書活用内容の整理、橋長別の構造形式の整理を行った上で、調書

は簡素化するが点検自体に相違はないことを説明し、橋長 15m 未満の橋

梁を点検調書簡素化の対象とすることで了承された。 

・ 点検調書簡素化対象の橋長 15m 未満の橋梁についても、第三者被害の予

防措置の実施記録様式を残すこととした。 

３．２ コンクリート橋の課題に関する検討 

＜委員会における主な意見＞ 

・ 補修設計で実施された塩害調査結果が、調査方法、試料採取位置等が非

統一であり誤った評価を行う可能性があるため、統一的な調査方法を検

討した方が良い。 

・ 横締め PC 鋼材の突出について、リスクがあるという前提で速やかに検

討を進め、調査手法ばかりではなく具体的な対策についても併せて検討

すること。 

・ 橋面防水については、最も経済的な床版防水を選定することとなってい

るが、第三者被害の恐れがある箇所はもちろんのこと、予防保全の観点

で可能な限り高性能防水を適用するのが望ましい。 

＜対応＞ 

・ 塩害調査について、愛知県としての標準的な調査方法を策定した。今後

は策定した標準的な調査方法に基づきデータ取得・蓄積を行い、長寿命

化計画へ反映させることとした。 
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・ 横締め PC 鋼材の突出については、検討時に選定した橋梁の調査を進め

るとともに、引き続き対策等について検討を進めることとした。 

・ 橋面舗装工事を実施する際には高性能防水を積極的に検討することとし

た。 

３．３ 点検支援技術の活用 

＜委員会における主な意見＞ 

・ 点検支援技術の活用について、単純な点検費用のコスト比較だけではな

く、渋滞等による社会コストなども考慮する必要がある。 

・ 点検支援技術を活用した洗掘調査については、どのような場合に点検支

援技術を活用するかのスクリーニングを検討した方がよい。 

・ タブレット端末を使用した点検調書の作成については、調書作成の作業

軽減だけではなく、技術が進んだ 10 年後にも活用できるようなデジタ

ルデータを残すという観点でも検討した方がよい。 

＜対応＞ 

・ 効率化と精度向上、安全性の確保、コスト削減、データの一元管理とい

った目的のため、引き続き点検支援技術の活用検討を進めることとし

た。 

・ 洗掘が起こりやすく、道路ネットワークへの影響が大きな一級河川を渡

河する橋梁で、従来技術による調査が困難な箇所では、点検支援技術を

活用した洗掘調査を検討することとした。 

・ 県で直営で実施している点検で、タブレット端末を使用した点検調書作

成を試行することとした。 
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おわりに 

 

橋梁定期点検について、効率的な定期点検様式での管理など、合理化や効率

化を図る手法について検討する場として、「橋梁定期点検の効率化に向けた検

討委員会」を設置し、橋梁定期点検の効率化に向けた検討を行った。 

効率的な定期点検様式での管理については、各委員会での議論及び各委員か

らの意見を踏まえ、簡素化対象橋梁、簡素化様式についてまとめることができ

たことから、来年度より小規模橋梁について簡素化された様式で記録を行う。 

また、近年、AI 技術の開発が急速に進んでおり、今後、道路施設の維持管理

分野においても、点検や診断、修繕対象施設の優先度の選定などへの導入が期

待される。 

しかし、橋梁の健全性の診断では、単に外観に見える損傷の大小に比例する

ものではなく、損傷した箇所が橋全体の中でどのような役割を担っているかと

いうような「見立て」が必要であり、現時点では AI のみで診断を行うことは

非常に困難である。 

一方、今年度、愛知県都市整備協会が実施した AI 開発成果報告などによれ

ば、損傷程度や特定事象について診断技術の検証を行っていることから、来年

度以降は診断をアシストする AI 技術の活用に着手し、橋梁点検のさらなる効

率化を実現させる予定である。 

 

 
 

第１ ェーズ
予防保全型メンテナンスサイク への

本格転換

▼R 要望の基礎資料

ドローンによる点検範囲の明確化 本格運用開始

小規模橋梁点検調書の見 し

▽検討開始 ▼運用開始

橋梁点検の評価のための参考資料提示

▽検討開始 ▼参考資料提示

第２ ェーズ
①  像データからAIによる健全性の 定

健全性の区分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

▽検討開始 ▼試 開始（一部） ▼全面運用開始

　
②  像データからAIによる特定事象の 定

損傷程度の区分:a,b,c,d,e

▽検討開始 ▼試 開始（一部） ▼全面運用開始

③  像データからAIによる損傷程度の 定
特定事象:疲労、塩害、ア カリシリカ反応等

▽検討開始 一部試 開始▼

実施項目

２巡目点検期間 ３巡目点検期間

２０２３
(令和５)年度

２０２４
(令和６)年度

２０２５
(令和７)年度

２０２６
(令和８)年度

２０２７
(令和９)年度

２０２８
(令和10)年度～

▼システム改 

▼精度確認

▼精度確認

▼精度確認
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コンクリート橋の課題に関する検討においては、塩害橋梁への対応方針や横

締め PC 鋼材突出への対策等に関して一定の方針は示したものの、引き続きデ

ータの蓄積、調査が必要なため、今後も課題の解決に向けて検討を進める。 

点検支援技術の活用については、過年度の点検支援技術の活用状況及び洗掘

調査における点検支援技術の試行状況について把握を行った。過年度の状況を

踏まえ、今後も定期点検の高度化・効率化を促進するため、点検支援技術の活

用促進を図る。 

 

最後に、本検討委員会の活動にあたり、委員長の名古屋大学大学院 中村 光

教授をはじめ、岐阜大学 國枝 稔 教授、（一社）プレストレスト・コンクリー

ト建設業協会 中部支部 桑野 昌晴 保全補修部会長、（一社）建設コンサルタ

ンツ協会 中部支部 技術部会 構造土質委員会 山本 高由 副委員長、オブザー

バーとして参加していただいた、国土交通省 中部地方整備局 中部道路メンテ

ナンスセンター 山田 光希 事業対策官、愛知県都市整備協会 岡田 充広 建設

技術課長に各分野の専門知識を活かした助言と協力をいただいたことに、深く

感謝の意を表する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


